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建設技術審査証明協議会 会則 
 

第１章 総  則 

 

（名称） 

第１条  この会は、建設技術審査証明協議会（以下、「協議会」という。）とい

う。 
  
（目的） 

第２条  この協議会は、民間における研究開発の促進及び新技術の建設事業へ

の適正かつ迅速な導入に資するため、会員が実施する建設技術審査証明

事業の透明性、公平性及び客観性の確保並びに審査の社会的信頼性の維

持を図り、もって建設技術の向上に寄与することを目的とする。 
  
（定義） 

第３条  この会則において「建設技術審査証明事業」とは、民間において自主

的に研究・開発された建設技術について、協議会が定める「建設技術審

査証明事業実施基準」に従って会員が行う審査、証明等をいう。 
  

第２章 協議会の活動 

 

（協議会の活動） 

第４条  この協議会は、第２条の目的を達成するために、次の各号の活動を行

う。 
一 建設技術審査証明事業実施基準の作成等 
二 建設技術審査証明事業の実施に関する情報交換 
三 建設技術審査証明事業の広報及び普及活動 
四 その他協議会の目的を達成するために必要な活動 

  
第３章 会員 

 

（会員） 

第５条  会員は、次の各項の要件を満たし、建設技術審査証明事業を実施する

法人であって、協議会の目的に賛同する法人とする。 
一 一般社団法人及び一般財団法人又は公益社団法人及び公益財団法

人若しくは公益的な事業を実施するその他の法人であって、次に掲げ

る要件の全てに該当するものであること。 
イ 役員等が建設技術審査証明事業の実施に関して公正で誠実な者

であること。 
ロ 建設技術審査証明事業以外の事業を併せて行っている場合には、

当該事業の実施の影響を受けず建設技術審査証明事業の運営が公

正に実施されるものであること。 
ハ 建設技術審査証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な

財産的基礎及び実務的能力を有するものであること。 
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ニ その他建設技術審査証明事業を実施するにふさわしいものであ

ること。 
二 その建設技術審査証明事業が全国的な規模で実施されるものであ

ること。 
三 その建設技術審査証明事業の実施方法を定めた要領（以下、「実施

要領」という。）が、第４条第一号により作成された建設技術審査証

明事業実施基準を満たすものであること。 
  
（会員の責務） 

第６条  会員は、社会的信用の保持に努め、この会則を遵守し、建設技術審査

証明事業を適切かつ公正に行わなければならない。 
２  会員は、協議会の活動に協力し、協議会の決定に従うものとする。 

  
（入会） 

第７条  この協議会に入会を希望する法人は、その名称、代表者の氏名、住所

及び建設技術審査証明事業の名称を記した書類に、次に掲げる書類を添

えて協議会に申請しなければならない。 
一 寄付行為又は定款（以下、「寄付行為等」という。） 
二 役員の名簿及び履歴書 
三 申請の日に属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録

及び財産の権利関係を証する書類 
四 申請の日に属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 
五 実施要領 
六 建設技術審査証明事業に関する事務組織を記載した書類 
七 その他参考となる事項を記載した書類 

２  前項第四号に掲げる書類は、建設技術審査証明事業に係る事項と他の

事業に係る事業とを区分して記載したものでなければならない。 
３  協議会は、提出された書類に基づき、第５条の要件を満たすことにつ

いて、審査及び承認を行うものとする。 
４  この協議会に入会を希望する法人は、別途協議会が定める入会手続き

に必要となる書面審査必要経費、実地審査必要経費及びその他必要経費

を納入しなければならない。 
  
（退会） 

第８条  会員は、退会する旨を記した書類を協議会に提出することにより任意

に退会することができる。 
  
第９条  会員は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに退会しなければな

らない。 
一 会員が自ら建設技術審査証明事業を廃止した場合 
二 会員が第５条に掲げる要件を満たさなくなった場合 
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（除名） 

第１０条  協議会は、次の各号の一に該当した会員を除名することができる。 
一 協議会の会則に違反した者。 
二 協議会の名誉を傷つけ、社会的信用を失墜する行為をした者。 
三 １年以上に亘り、負担すべき経費を負担しない者。 
四 第９条の規定に違反して退会しない者。 

２  除名された会員が交付した審査証明書は、審査証明書の当初の有効期

間満了時まで有効とする。なお、除名された会員は、有効期限内の審査

証明書に係わる依頼者より提出された資料、委員会資料、報告書等の全

ての資料等を事務局へ提出するものとする。 
  

第４章 組織及び運営 

 

（協議会の組織構成） 

第１１条  協議会には、委員会、監事、幹事会及び事務局をおく。 
  

（委員会） 

第１２条  委員会は、委員をもって構成する。委員は、各会員が当該会員の役員

の中から各１名選任する。 
２  委員会には委員長をおく。委員長は、委員会で互選により定めた会員

の委員があたり、委員会の会務を統括する。 
３  委員長は、委員会の議長を務める。 
４  委員長の任期は選任された翌年の年度当初の委員会における改選時

までとし、再任を妨げない。 
５  委員長が任期途中で交代する場合の後任の委員長の任期は、前任の委

員長の残任期とする。 
  
第１３条  委員会は、委員長の召集により年１回以上開催し、次の各号に掲げる

会務を執行する。なお、会員より要請があった場合又は委員長が必要と

認めた場合は、委員会を随時開催することができる。 
一 会則の改廃 
二 第４条第一号に規定する実施基準の作成、改廃 
三 協議会の事業計画、予算、決算等に関する審議等 
四 監事の選任 
五 入会、除名等に関する審議等 
六 その他協議会の運営に必要な事項の審議等 

  
（委員会の定足数） 

第１４条  委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ開会することはでき

ない。ただし、やむを得ない理由のため、委員会に出席できない委員は、

当該会員の幹事を代理人として出席させることができる。 
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（委員会の議決） 

第１５条  委員会の議決をもって協議会の決定とする。 
２  委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。ただし、入会及び除名に係わる議決は３

分の２以上をもって決する。 
  
（監事）  
第１６条  監事は、委員会において、２名選任する。 

２  監事は、委員長が所属する会員及び幹事長が所属する会員以外の会員

の委員以外の役員とし、任期は選任された翌年の年度当初の委員会にお

ける改選時までとする。 
３  監事は、会計を監査する。 
４  監事が任期途中で交代する場合の後任の監事の任期は、前任の監事の

残任期とする。 
  

（幹事会） 

第１７条  幹事会は、幹事をもって構成する。幹事は、各会員が当該会員の建設

技術審査証明事業を担当する職員の中から各１名選任する。 
２  幹事会には幹事長をおく。幹事長は、幹事会で互選により定めた会員

の幹事があたり、幹事会の会務を統括する。 
３  幹事長は、幹事会の議長を務める。 
４  幹事長は、幹事会の審議結果を委員会に報告する。 
５  幹事長の任期は選任された翌年の年度当初の幹事会における改選時

までとし、再任を妨げない。 
６  幹事長が任期途中で交代する場合の後任の幹事長の任期は、前任の幹

事長の残任期とする。 
  
第１８条  幹事会は、幹事長の召集により年２回以上開催し、次の各号に掲げる

会務を執行する。なお、会員より要請があった場合など、幹事長が必要

と認めた場合は、臨時幹事会を開催することができる。 
一 第４条第二号から第四号に規定する事項の審議等 
二 委員会に付議し、又は報告すべき事項の審議等 
三 委員会から付託された事項の審議等 
四 その他幹事長が必要と認める事項の審議等 

  
（幹事会の定足数） 

第１９条  幹事会は、幹事の３分の２以上が出席しなければ開会することはでき

ない。ただし、やむを得ない理由のため、幹事会に出席できない幹事は、

当該会員の建設技術審査証明事業を担当している職員を代理人として

出席させることができる。 
  
（幹事会の議決） 

第２０条  幹事会の議決は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、

幹事長の決するところによる。 
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（事務局） 

第２１条  事務局は、幹事長が所属する会員があたり、次の各号に掲げる事務を

行う。 
一 協議会の収支事務 
二 委員会等の会議の運営に関する事務 
三 １年間の活動報告書の作成と会員への配付に関する事務 
四 その他協議会の活動に関する事務 

  
（経費及び会計） 

第２２条  この協議会の運営・管理等に必要な経費は、年会費等からなる会費等

をもってあてる。 
２  会員は、委員会において定めた各会員同額の年会費の請求が事務局か

らあった場合には、遅滞なく納入しなければならない。 
３  既納の会費等は、一切返還しない。 
４  事務局は、当該年度の会計の収支に係わる監査を受けるものとする。 
５  会計の収支は、年１回委員会で当該年度の幹事長が報告する。 
６  会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日とする。 

  
第５章 建設技術審査証明事業の実施 

 

（建設技術審査証明事業の実施） 

第２３条  会員は、それぞれが定めた実施要領に基づき、それぞれの代表者の責

任において建設技術審査証明事業を実施するものとする。 
２  会員は、建設技術審査証明事業の実施状況について、協議会へ報告す

るものとする。 
  

第６章 審査章 

 

（審査章） 

第２４条  協議会は、建設技術審査証明事業によって、審査、証明された建設技

術であることを証する標章（以下、「審査章」という。）を定め、保有し、

会員に発行するものとする。 
２  会員は、建設技術審査証明事業に審査章を使用することができる。 
３  会員は、不適切に審査章が利用されることのないよう努めるものとす

る。 
  

第７章 その他 

 

（変更の報告等） 

第２５条  会員は、その名称、住所、寄付行為等、建設技術審査証明事業に関す

る事務組織又は実施要領等につき建設技術審査証明事業に関する変更

を行ったときは、速やかにその変更内容及び時期を協議会に報告しなけ

ればならない。 
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（雑則） 

第２６条  この会則に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は、委員会の

議決により定める。 
  
  
  

附  則 

 

１  この会則は、平成１３年１月１０日より施行する。 
２  この協議会の最初の委員長、監事及び幹事長の任期は、平成１４年３

月３１日までとする。 
３  この協議会の最初の会計年度は、平成１４年３月３１日までとする。 
４  この協議会の最初の事業計画及び予算は、最初の委員会で定めるとこ

ろによる。 
５  この協議会の最初の会員は、設立者の承認によるものとする。 

  
附  則 

  

１  この会則は、平成１４年１０月２２日より施行する。 
  

附  則 
  

１  この会則は、平成１７年４月１日より施行する。 
  

附  則 
１  この会則は、平成２０年１２月１日より施行する。 
２  平成１８年法律第５０号による特例民法法人については、なお従前の

例による。 
附  則 

１  この会則は、平成２５年６月２１日より施行する。 
  

  

   

   

 


